
管

理

規

程 

埼
玉
県
公
営
企
業
管
理
規
程
第
一
号 

埼
玉
県
企
業
局
公
用
車
管
理
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
こ
こ
に
定
め
る
。 

令
和
四
年
三
月
二
十
九
日 

埼
玉
県
公
営
企
業
管
理
者 

北 

島 

通 

次 

 
 

 

埼
玉
県
企
業
局
公
用
車
管
理
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程 

 

埼
玉
県
企
業
局
公
用
車
管
理
規
程
（
昭
和
五
十
九
年
公
営
企
業
管
理
規
程
第
九
号
）
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

第
二
条
中
第
三
項
を
削
る
。 

第
三
条(

見
出
し
を
含
む
。)

中
「
所
属
長
」
を
「
保
有
機
関
の
長
」
に
改
め
る
。 

第
四
条
第
一
項
及
び
第
二
項
中
「
所
属
長
」
を
「
保
有
機
関
の
長
」
に
改
め
る
。 

第
五
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

(

使
用
承
認
手
続)

 

第
五
条 

公
用
車
を
使
用
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
あ
ら
か
じ
め
様
式
第
一
号
の
公
用
車
使
用
申
込

報
告
簿
に
よ
り
、
保
有
機
関
の
長
の
承
認
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

二 

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
緊
急
そ
の
他
や
む
を
得
な
い
事
由
に
よ
り
使
用
す
る
場
合
は
、

口
頭
に
よ
り
承
認
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
公
用
車
の
使
用
後
速
や

か
に
前
項
に
定
め
る
手
続
を
と
る
も
の
と
す
る
。 

三 

前
二
項
の
規
定
に
よ
り
承
認
を
受
け
た
公
用
車
の
使
用
内
容
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、

そ
の
旨
を
、
速
や
か
に
保
有
機
関
の
長
に
連
絡
す
る
も
の
と
す
る
。 

四 

前
項
ま
で
の
規
定
は
、
公
用
車
を
通
勤
の
用
に
供
す
る
場
合
に
は
適
用
し
な
い
。 

第
六
条
中
「
所
属
長
」
を
「
保
有
機
関
の
長
」
に
、
「
配
車
の
依
頼
」
を
「
使
用
申
込
」
に
、

「
公
用
車
使
用
者
」
を
「
公
用
車
の
使
用
者
」
に
改
め
る
。 

第
七
条
中
「
専
任
の
自
動
車
運
転
員
の
ほ
か
、
」
を
削
り
、
「
所
属
長
」
を
「
保
有
機
関
の
長
」

に
改
め
る
。 

第
八
条
中
「
所
属
長
」
を
「
保
有
機
関
の
長
」
に
改
め
る
。 

第
九
条
中
「
所
属
長
」
を
「
保
有
機
関
の
長
」
に
、
「
様
式
第
三
号
」
を
「
様
式
第
二
号
」
に

改
め
る
。 

第
十
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

(

運
転
報
告
等)

 

第
十
条 

運
転
者
は
、
公
用
車
の
運
転
終
了
後
、
公
用
車
使
用
申
込
報
告
簿
に
よ
り
保
有
機
関
の

長
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

第
十
一
条
中
「
所
属
長
」
を
「
保
有
機
関
の
長
及
び
所
属
長
」
に
改
め
る
。 

第
十
二
条
中
「
所
属
長
」
を
「
保
有
機
関
の
長
」
に
改
め
る
。 



様
式
第
一
号
を
削
り
、
様
式
第
二
号
を
様
式
第
一
号
と
し
、
様
式
第
三
号
を
様
式
第
二
号
と
し
、

様
式
第
四
号
を
削
る
。 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
規
程
は
、
令
和
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 


